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小牧市市立学校設置条例の一部を改正する条例  

 

小牧市市立学校設置条例（昭和３９年小牧市条例第２２号）の一部を次

のように改正する。  

別表小牧市立篠岡小学校の項を削り、同表小牧市立本庄小学校の項の次

に次のように加える。  

小牧市立桃花台東小学校  小牧市光ヶ丘三丁目５０番地  

別表小牧市立桃ヶ丘小学校の項中「小牧市立桃ヶ丘小学校」を「小牧市

立桃花台西小学校」に改め、同表小牧市立陶小学校の項から小牧市立大城

小学校の項まで、小牧市立篠岡中学校の項及び小牧市立桃陵中学校の項を

削り、同表小牧市立光ヶ丘中学校の項中「小牧市立光ヶ丘中学校」を「小

牧市立桃花台東中学校」に改め、同項の次に次のように加える。  

小牧市立桃花台西中学校  小牧市桃ヶ丘二丁目１番地  

  附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和９年４月１日から施行する。  

 （小牧市立学校体育施設使用料条例の一部改正）  

２  小牧市立学校体育施設使用料条例（平成８年小牧市条例第２５号）の

一部を次のように改正する。  

別表運動場の照明設備の項中「小牧市立桃陵中学校」を「小牧市立桃

花台西中学校」に改める。  


